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Ｗ
・
エ
ン
ゲ
ル
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『
ラ
イ
ン
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

■

　
　
ミ
ー
旨
ｇ
昌
向
■
需
－
ｏ
ｏ
こ
声
巨
詠
仁
■
胴
彗
自
邑
○
ｏ
昌
９
ま
９
ａ
試
－
巨
目
囚
雪
ぎ
ｏ
雲

宛
訂
ぎ
肩
◎
ま
富
．
里
目
　
吋
９
９
品
Ｎ
毫
０
９
０
巨
Ｏ
｝
３
ｑ
９
団
四
自
Ｏ
昌
訂
守
０
巨
目
囚
。
い

－
自
ｑ
考
紡
宛
事
易
ｏ
ぎ
巨
く
睾
－
四
唄
巾
８
戸
宕
零
．
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
．
Ｈ
ミ
．

　
ナ
ポ
レ
オ
ソ
制
圧
下
に
開
姶
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
農
民
解
放
に

か
ん
す
る
わ
が
国
の
研
究
は
、
す
で
に
あ
ま
た
の
成
果
を
つ
み

重
ね
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
多
く
は
エ
ル
ベ
以
東
に
焦
点
を
定

　
　
　
＊

め
て
き
た
。
あ
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
農
業
変
革
に
よ
る
グ
ー
ツ
経
営

の
ユ
ソ
ヵ
１
経
営
へ
の
推
転
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
後
の
ド
イ
ッ
の
経
済
な
ら
び
に
政
治
の
発
展
を
把
握
す
る

ノ

本
　
　
和

良

た
め
の
、
も
っ
と
も
主
要
な
基
礎
を
き
ず
く
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ド
イ
ツ
の
産
業
革
命
の
心
臓

と
い
う
べ
き
ラ
イ
ソ
・
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
け
る
農
民
解
放
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
簡
単
に
取
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ド
ィ
ッ
産
業
資
本
の
形
成
の
基
礎
を
把
握
す
る
た
め

に
は
、
な
お
た
ち
入
っ
た
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

　
　
＊
＊

だ
ろ
う
。
本
書
は
ラ
ィ
ソ
州
に
お
け
る
農
民
解
放
を
直
接
の
研

究
対
象
と
し
て
取
上
げ
、
こ
れ
を
包
括
的
に
叙
述
し
た
も
の
で



あ
り

　
＊＊

＊

、
こ
う
し
た
要
求
に
こ
た
え
る
労
作
で
あ
る
。

　
エ
ル
ベ
以
東
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
農
業
変
革
に
か
ん
す
る
主
な
業
績

と
し
て
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。
松
田
智
雄
「
ユ
ソ
カ
ー
経
営
の
成

立
と
中
間
層
農
民
」
、
『
歴
史
評
論
』
、
　
二
一
号
。
宇
尾
野
久
「
東

プ
ロ
シ
ァ
に
お
け
る
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
バ
ウ
ェ
ル
ソ
関
係
の
展
開
過

程
」
（
『
農
政
史
研
究
」
所
収
）
。
林
健
太
郎
『
近
代
ド
イ
ツ
の
政

治
と
杜
会
」
。
北
条
功
「
ブ
ロ
シ
ヤ
農
民
解
放
の
前
提
」
（
高
橋
幸

八
郎
編
著
「
近
代
資
本
主
義
の
成
立
』
所
収
）
。
同
「
東
ド
イ
ツ

の
ユ
ソ
ケ
ル
経
営
」
（
大
塚
久
雄
編
『
近
代
の
産
業
」
所
収
）
。
同

「
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
シ
ヤ
絶
対
王
政
の
「
農
民
保
護
」
」
、
『
史
学
雑

誌
』
、
第
六
三
篇
、
第
八
号
。
同
「
十
八
世
紀
後
半
の
東
ド
イ
ツ

に
お
け
る
『
農
業
革
命
」
の
特
質
」
、
『
経
済
学
論
集
』
、
第
三
二

巻
、
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
。
同
「
「
農
民
保
護
」
と
「
農
氏
解

放
」
」
、
『
学
習
院
大
学
・
政
経
学
部
・
研
究
年
報
・
３
』
。
同
「
い

わ
ゆ
る
「
プ
ロ
シ
ア
型
」
の
歴
史
的
構
造
」
（
山
田
盛
太
郎
編
『
変

革
期
に
お
け
る
地
代
範
醇
』
所
収
）
。
　
山
口
和
男
「
プ
ロ
シ
ャ
農

業
変
革
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
干
経
済
論
叢
』
、
第
六
九
巻
、
第
三

．
四
号
。
藤
瀬
浩
司
「
プ
回
シ
ア
「
農
業
改
革
』
の
経
済
的
基

礎
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
、
二
一
一
号
。

　
ラ
イ
ソ
．
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
農
民
解
放
Ｅ
言
及
し
た
業
績
と
し
て

っ
ぎ
の
も
の
が
お
る
。
松
田
智
雄
「
関
税
同
盟
前
史
序
論
」
、
『
史

学
雑
誌
」
、
第
五
五
篇
、
第
一
一
号
お
よ
び
第
二
一
号
。
同
「
三

月
前
期
に
お
け
る
農
業
変
革
」
　
（
杜
会
経
済
史
学
会
編
『
農
民
解

　
Ｗ
．
エ
ソ
ゲ
ル
ス
「
ラ
イ
ソ
州
に
お
げ
る
償
却
と
共
有
地
分
割
。
一

　
　
放
の
史
的
考
察
」
所
収
）
。
同
一
近
代
の
史
的
構
造
論
』
。
同
「
土

　
　
地
所
有
と
産
業
資
本
」
　
（
松
田
智
雄
編
著
Ｆ
、
近
代
杜
会
の
形
成
』

　
　
所
収
）
。
木
谷
勤
「
初
期
資
本
主
義
と
間
屋
制
工
業
」
、
　
一
一
思
想
」
、

　
　
一
九
五
三
年
二
月
号
。

　
本
書
は
償
却
と
共
有
地
分
割
の
二
つ
の
部
分
を
中
心
に
構
成

さ
れ
て
お
り
、
僕
却
の
部
分
で
は
領
主
・
農
民
関
係
の
廃
棄
が
、

共
有
地
分
割
の
部
分
で
は
共
同
体
解
体
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
農
民
解
放
は
、
エ
ル
ベ

以
東
に
お
け
る
よ
う
な
変
革
的
意
義
を
も
た
な
い
で
、
「
単
に
事

実
上
す
で
に
以
前
に
達
せ
ら
れ
た
状
態
の
法
的
認
可
」
（
０
０
』
Ｈ
．
）

に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
で
は
、
農
民
解
放
前
夜
の
ラ

イ
ソ
州
の
農
民
は
ど
う
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
農
民

解
放
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぽ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
に
し
た
が
っ
て
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
ょ
う
。

二

　
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
ラ
ィ
ソ
の
農
業
構
造
の
根
本
的
特
徴

は
、
す
で
に
二
一
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
形
成
さ
れ
て

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
　
（
四
五
七
）



　
　
　
立
命
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経
済
学
（
第
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巻
・
第
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号
）

お
り
、
そ
の
後
の
発
展
の
基
本
線
は
小
作
制
度
（
霊
ｏ
げ
碁
易
－

彗
）
の
拡
大
に
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
二
一
～
一
四
世
紀

に
貨
幣
経
済
が
進
展
し
て
都
市
が
発
生
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、

グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
は
賦
役
農
場
（
宰
◎
ま
◎
｛
）
の
自
巳
経
営
を
や

め
、
こ
れ
を
定
期
小
作
（
Ｎ
等
肩
ｏ
宰
）
に
出
す
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ソ
制
度
か
ら
レ
ソ
テ
ソ
グ
ル
ソ
ド
ヘ

ル
ツ
ヤ
フ
ト
ヘ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
他
の
自
由
所
有
地
（
甲

９
¢
里
胴
ｇ
）
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
采
邑
地
（
－
ｇ
易
守
己
）

も
ま
た
定
期
小
作
に
出
さ
れ
た
た
め
、
と
り
わ
け
二
－
ダ
ー
・

ラ
ィ
ソ
で
は
資
本
力
の
あ
る
市
民
や
貴
族
、
宗
教
団
体
等
が
小

作
地
を
借
り
受
け
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
小
作
に
出
す
と
こ
ろ
の

又
貸
（
自
暮
睾
寝
ｏ
睾
）
が
顕
著
に
発
展
し
た
。
こ
う
し
て
一
八

世
紀
末
に
は
ラ
ィ
ソ
州
の
全
耕
地
面
積
の
三
分
ノ
一
が
、
又
貸

を
も
含
む
小
作
地
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
こ
の
小
作
制
度
の

拡
大
と
と
も
に
、
小
作
人
の
土
地
保
有
権
は
漸
次
世
襲
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
短
期
の
定
期
小
作

で
あ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て
一
代
小
作
（
霊
・
軍
彗
｛
－
ｇ
・
易
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
　
（
四
五
八
）

葛
汗
ク
レ
ー
ヴ
ェ
で
は
－
¢
亭
零
事
巨
■
■
目
ｏ
ｑ
と
呼
ば
れ
た
）
と
な
り
、

さ
ら
に
事
実
上
の
永
小
作
（
宰
昌
８
罧
）
へ
と
移
行
し
た
の

で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
貢
租
に
つ
い
て
み
る
と
、
小
作
料
は
最
初

は
現
物
形
態
で
の
収
穫
物
折
半
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
貨
幣
形

態
に
転
化
し
、
こ
れ
に
と
も
な
い
人
身
に
課
せ
ら
れ
た
死
亡
税

（
穴
冒
昌
＆
ｏ
）
や
保
有
地
移
転
料
（
５
邑
ｏ
旨
ざ
昌
）
等
、
物

権
化
さ
れ
て
僅
か
の
賃
租
に
転
化
し
た
。
そ
し
て
、
ラ
イ
プ
ァ

ィ
ゲ
ソ
シ
ャ
フ
ト
は
州
の
南
部
と
南
西
部
に
僅
か
に
残
存
す
る

の
み
と
な
り
、
世
襲
隷
民
性
（
宰
巨
ま
胃
＄
邑
ｏ
ｑ
ぎ
５
は
完
全

に
消
減
し
た
。
ま
た
、
本
来
的
に
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
が
負
担
す

べ
き
公
租
も
ほ
と
ん
ど
小
作
人
負
担
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
永

小
作
料
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
の
上
級
所
有
権
承
認
料
と
な
り
、
小

作
人
は
凶
作
の
と
き
の
貢
租
軽
減
要
求
を
喪
失
し
た
か
わ
り
に
、

小
作
地
の
譲
渡
、
分
割
が
可
能
と
な
り
、
事
実
上
の
土
地
所
有

者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
．

　
で
は
、
小
作
地
以
外
の
土
地
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ

で
も
従
来
の
農
民
達
（
葭
串
鳥
■
忌
－
一
易
一
竃
貫
｝
◎
宇
鼻
９



－
黒
雪
）
は
土
地
保
有
の
世
襲
権
を
獲
得
し
、
人
身
に
課
せ
ら

れ
た
死
亡
税
等
の
偶
然
的
貢
租
は
年
六
の
僅
か
な
賃
租
に
転
化

し
、
保
有
地
を
自
由
に
分
割
し
、
譲
渡
し
う
る
事
実
上
の
完
全

所
有
権
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
の
荘
園
裁
判
所
（
目
◎
持
雪
ざ
睾
）
に

所
属
す
る
土
地
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
ラ

ソ
ト
裁
判
所
（
－
竃
尉
撃
庁
宰
）
に
所
属
す
る
土
地
が
あ
っ
た
。

こ
の
土
地
は
最
初
か
ら
自
由
に
相
続
が
許
さ
れ
、
相
続
に
さ
い

し
て
義
務
を
負
わ
ず
、
た
だ
譲
渡
の
さ
い
に
僅
か
な
保
有
地
移

転
料
を
支
払
う
世
襲
賃
租
地
（
宰
ぎ
一
易
答
雪
）
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
初
期
に
は
こ
の
ラ
ソ
ト
法
に
も
と
ず
く
自
由
な

貸
与
形
式
が
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
の
荘
園
法
に
も
と
ず
く
貸
与
形
式

と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
ラ
ソ
デ
ス

ヘ
ル
に
所
属
す
る
開
墾
地
が
増
大
し
、
ラ
ソ
ト
法
に
も
と
ず
く

貸
与
権
が
荘
園
法
に
侵
入
す
る
に
つ
れ
、
両
者
を
法
的
に
分
離

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
発
せ
ら
れ
た
賞
却
立
法
の
遂
行

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

に
さ
い
し
、
二
つ
の
困
難
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
僕
却

立
法
が
土
地
所
有
権
と
同
時
に
人
身
支
配
権
を
意
味
し
た
グ
ル

ソ
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
廃
棄
す
る
に
さ
い
し
、
人
身
支
配
権
を

無
償
廃
止
し
よ
う
と
し
た
の
に
た
い
し
、
土
地
所
有
権
を
償
却

し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
。
ラ
イ
ソ
州
で
は
両
者
を
区

別
す
る
こ
と
が
も
は
や
困
難
だ
っ
た
。
か
く
て
、
こ
の
点
を
め

ぐ
り
係
争
が
頻
発
し
た
。
い
ま
一
っ
の
困
難
は
対
物
的
賦
課

（
零
昌
鶉
“
ｇ
）
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
十
分
の
一
税
の

償
却
か
ら
生
じ
た
。
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
っ
た
に

せ
よ
、
一
八
世
紀
末
に
は
こ
の
圧
倒
的
部
分
は
開
墾
地
か
ら
開

墾
十
分
の
一
税
（
宛
ｏ
蕎
¢
ま
試
）
を
え
る
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
に
帰

属
し
、
一
般
的
に
現
物
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
償
却

の
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
を
貨
幣
形
態
に
転
化
し
た
う
え
で
償

却
額
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
こ
の
転
化
の
基

準
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
間
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
こ
の
償
却
の
過
程
に
つ
い
て
の
著
者
の
叙
述
の
紹
介

に
移
ろ
う
。

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
　
（
四
五
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
二
号
）

三

　
償
却
の
過
程
は
ラ
ィ
ソ
左
岸
と
右
岸
に
わ
け
て
考
察
さ
れ
て

い
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
左
岸
に
お
い
て
は
フ
ラ
ソ
ス
立
法
に

よ
り
急
激
な
封
建
的
秩
序
の
除
去
が
企
て
ら
れ
た
の
に
た
い
し
、

右
岸
に
お
い
て
は
プ
ロ
イ
セ
ソ
領
へ
移
行
し
た
の
ち
、
漸
次
に

償
却
過
程
が
進
展
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ソ
左
岸
に
お
い
て
も
個
六
の
地
方
が
異
っ
た
時
期
に
フ

ラ
ソ
ス
ヘ
帰
属
し
た
た
め
、
地
方
に
よ
り
異
っ
た
法
律
が
異
っ

た
時
期
に
施
行
さ
れ
た
が
、
著
者
は
こ
れ
か
ら
生
じ
た
差
異
は

重
要
で
な
い
と
述
べ
、
叙
述
を
左
岸
全
体
に
共
通
す
る
諸
規
定

に
限
定
し
て
考
察
を
す
す
め
て
い
る
。

　
ま
ず
、
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
に
支
払
わ
れ
る
貢
租
の
廃
止
に
つ
い

て
み
よ
う
。
一
七
九
二
年
八
月
二
五
目
と
二
八
目
の
命
令
で
公

法
的
諸
権
利
は
無
僕
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
私
法
的
な
土
地

に
た
い
す
る
権
利
は
償
却
が
規
定
さ
れ
い
る
。
つ
い
で
九
三
年

七
月
一
七
目
の
命
令
で
は
、
一
切
の
貢
租
は
無
償
廃
止
さ
九
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
　
（
四
六
〇
）

が
、
純
粋
地
代
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
償
却
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
過
程
で
貢
租
と
純
粋

地
代
の
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
意
見
の
対
立
が
か
も
し
だ
さ
れ

た
た
め
、
　
学
者
の
見
解
が
求
め
ら
れ
、
　
こ
れ
を
基
礎
に
し
て

純
粋
地
代
と
み
な
さ
れ
る
貢
租
の
名
前
を
詳
細
に
明
記
し
た
一

八
〇
四
年
一
〇
月
一
目
の
法
律
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の

不
完
全
な
こ
と
は
同
じ
名
前
の
貢
租
で
も
地
方
に
よ
り
異
っ
た

内
容
を
も
っ
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
点
か
ら
も
窺
え
る
。
し
か

し
、
と
り
わ
け
永
賃
租
・
永
小
作
地
（
宰
げ
じ
冨
と
邑
向
ま
混
－

○
睾
囚
暮
宰
）
と
ク
ー
ル
メ
ー
デ
・
采
邑
地
（
穴
員
昌
＆
¢
と
箏
ｑ

－
争
易
帽
罧
雪
）
の
諾
貢
租
に
つ
い
て
は
純
粋
地
代
と
み
な
さ
れ

る
も
の
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
一
代
定
期

小
作
地
（
Ｎ
Ｏ
守
§
Ｏ
－
９
高
¢
ま
旨
弩
叶
胃
）
　
の
貢
租
（
訂
亭
１

ｏ
ｑ
¢
ま
冒
易
き
習
訂
）
に
つ
い
て
規
定
が
暖
昧
で
あ
っ
た
た
め
、

多
く
の
係
争
が
生
じ
た
。
こ
の
貢
租
は
、
は
じ
め
保
有
地
相
続

の
さ
い
徴
収
さ
れ
る
偶
然
的
貢
租
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
の
ち
■

に
貨
幣
形
態
の
年
貢
租
（
訂
亭
鷺
ま
箏
易
鳥
ま
昌
呂
◎
目
。
。
胴
ｇ
－



ｑ
雪
）
に
転
化
し
、
固
定
貢
租
で
あ
る
か
の
外
観
を
と
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
貢
租
は
本
来
的
に
は
偶
然
的
貢
租
で
あ
っ

た
か
ら
、
九
三
年
の
法
律
に
し
た
が
う
と
無
償
廃
止
の
見
込
み

が
強
か
っ
た
○
に
た
い
し
、
一
八
〇
七
年
七
月
一
四
日
の
国
家

委
員
会
判
定
で
は
固
定
貢
租
と
み
な
さ
れ
て
償
却
が
命
じ
ら
れ

た
。
そ
の
結
果
、
農
民
は
こ
の
貢
租
の
支
払
い
と
償
却
を
拒
否

し
た
た
め
、
多
く
の
係
争
が
生
じ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
に
た
い
す
る
裁
判
所
一
り
判
決
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
な
ん

と
た
れ
ば
、
裁
判
官
に
こ
の
貢
租
の
性
質
に
つ
い
て
の
統
一
的

見
解
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
か
く
て
、
三
二
年
二
月
九
目
の
内

閣
命
令
に
よ
っ
て
、
固
定
さ
れ
て
い
な
い
ラ
イ
プ
ゲ
ヴ
ィ
ソ
貢

租
は
無
賞
廃
止
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
固
定
さ
れ
て
い
る
貢

租
は
、
二
九
年
以
降
の
未
払
金
を
納
め
た
う
え
で
賞
却
さ
れ
る

こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
農
民
は
ユ
、
の
後
も
反
抗
を
続

け
て
い
た
。
他
方
、
一
代
定
期
小
作
地
以
外
の
土
地
に
お
い
て

も
農
民
は
し
ば
し
ば
純
粋
地
代
と
み
な
さ
れ
た
貢
租
の
支
払
い

と
償
却
を
拒
否
し
た
。
農
民
は
拒
否
の
理
由
と
し
て
こ
れ
ら
の

　
　
　
Ｗ
．
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

貢
租
が
封
建
的
起
源
を
も
つ
こ
と
を
あ
げ
、
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
が

こ
れ
に
た
い
す
る
反
証
を
明
示
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

そ
こ
で
、
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
は
第
三
同
ラ
イ
ソ
州
会
で
義
務
者
が

封
建
的
起
源
○
証
明
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
の
ち

に
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
て
、
証
明
義
務
は
義
務
者
に
課
せ
ら
れ
、

証
明
に
は
（
木
邑
状
（
－
ｇ
ま
ユ
昆
）
と
采
邑
誓
約
書
（
幕
事
写
雪
ｏ
）

が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
に
支
払
わ
れ
る
十
分
の
一
税
に
代

表
さ
れ
る
現
物
貢
租
の
場
合
は
、
ま
ず
貨
幣
貢
租
に
転
化
し
、

そ
の
一
五
倍
額
で
償
却
が
命
じ
ら
れ
た
。
貨
幣
貢
租
へ
ひ
転
化

は
、
も
っ
と
も
近
い
市
場
に
お
い
て
、
賞
却
丁
先
立
つ
一
四
年

間
の
う
ち
か
ら
穀
物
価
格
が
も
っ
と
も
騰
貴
し
た
二
年
問
と
、

も
っ
と
も
下
落
し
た
二
年
問
を
差
引
い
た
残
り
一
〇
年
間
の
平

均
価
格
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
の
最
初
の
二
〇

年
問
に
は
穀
物
価
格
が
騰
貴
し
た
の
に
た
い
し
、
二
〇
年
代
に

お
い
て
急
速
に
下
落
し
た
た
め
、
平
均
価
格
が
市
場
価
格
の
ほ

ぽ
二
借
と
な
り
、
僕
却
は
著
し
く
阻
害
さ
れ
た
と
い
う
。
か
く

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
　
（
四
六
一
）



　
　
、
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命
館
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済
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巻
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第
二
号
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て
、
二
四
年
一
一
月
三
〇
目
の
内
閣
命
令
に
よ
り
、
賞
却
が
行

わ
れ
な
い
と
き
に
は
、
平
均
価
格
の
三
分
の
二
を
基
礎
と
す
る

こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

　
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
に
支
払
う
貢
租
が
償
却
さ
れ
る
場
合
、
農
民

は
貢
租
の
五
分
の
一
を
控
除
し
た
額
を
基
礎
と
す
る
権
利
を
与

え
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
総
じ
て
も
と
も
と
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル

が
負
担
す
、
へ
き
地
租
を
農
民
が
支
払
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
額
は
フ
ラ
ソ
ス
立
法
に
よ
り
収
穫
物
の
総
額
か
ら
耕
作
費

用
を
差
引
い
た
額
の
二
〇
％
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
偶
然
的
貢
租
の
償
却
は
、
ま
ず
そ
れ
を
保
有
地
移
転
料
、
相

続
料
、
退
去
料
（
声
げ
昌
窃
鷺
崖
胃
）
等
に
区
別
し
、
そ
れ
ら

に
別
六
の
僕
却
率
を
設
け
て
実
施
さ
れ
た
。
右
岸
で
は
偶
然
的

貢
租
が
年
地
代
に
換
算
さ
れ
、
そ
の
四
倍
額
で
償
却
さ
れ
た
。

　
狩
猟
権
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
、
フ
ラ
ソ
ス
立
法
に
よ
り
無

償
廃
止
が
命
じ
ら
れ
、
各
地
片
の
用
益
権
者
に
譲
渡
さ
れ
た
。

し
か
し
、
一
八
一
四
年
八
月
一
八
目
と
九
月
二
二
目
の
二
ー
ダ

ー
一
ラ
ィ
ソ
な
ら
び
に
ミ
ッ
テ
ル
ニ
フ
ィ
ソ
政
府
の
命
令
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八
　
（
四
六
二
）

り
、
こ
の
権
利
は
二
〇
〇
モ
ル
ゲ
ソ
以
上
の
地
つ
づ
き
の
土
地

用
益
権
者
を
除
い
て
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
以
下
の
地
片
の
場
合
に

は
、
共
同
体
が
二
〇
〇
モ
ル
ゲ
ソ
の
地
片
に
ま
と
め
て
落
札
者

に
賃
貸
し
、
そ
の
賃
貸
料
は
共
同
体
の
利
益
の
た
め
に
使
用
す

る
こ
と
に
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
三
〇
年
四
月
一
七
目
の
ラ
イ
ソ

左
岸
に
た
い
す
る
プ
ロ
ィ
セ
ソ
の
命
令
に
よ
り
、
こ
の
面
積
が

三
〇
〇
モ
ル
ゲ
ソ
に
変
更
さ
れ
た
。

　
王
領
地
貢
租
の
償
却
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
一
七
九
〇
年
二
一

月
一
八
目
と
一
九
目
の
法
律
に
よ
り
、
貨
幣
貢
租
の
場
合
は
二

〇
借
、
現
物
貢
租
の
場
合
は
二
五
倍
と
規
定
さ
れ
た
が
、
償
却

率
が
余
り
に
も
高
か
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
成
果
が
あ
が
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
八
○
○
年
一
月
一
一
目
の
法
律
に
よ
り

、
法
律
発
布
後
六
カ
月
以
内
に
償
却
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

一
五
倍
額
に
す
る
と
ｏ
特
典
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
特
典
は
六
ヵ

月
経
過
後
も
引
つ
づ
き
延
長
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
特
典
は
、

農
民
の
福
祉
を
顧
慮
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の

財
政
収
入
の
必
要
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

｛
．



プ
ロ
イ
セ
ソ
領
に
移
行
し
た
の
ち
、
こ
の
特
典
は
国
家
収
入
を

減
少
さ
せ
る
と
の
理
由
の
も
と
に
、
二
一
年
九
月
五
日
の
内
閣

命
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
か
く
て
、
九
〇
年
の
法
律
が
暗
黙

裡
に
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
償
却
が
停
滞
し
た
ば

か
り
で
は
な
く
、
僅
か
の
額
の
貢
租
が
多
く
、
そ
れ
に
た
い
す

る
徴
収
費
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
、
む
し
ろ
国
家
の
利
益
に

反
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
二
二
年
二
一
月
二
日
の

内
閣
命
令
に
よ
り
、
ふ
た
た
び
一
五
倍
で
の
特
典
ガ
復
活
し
、

く
わ
え
て
一
定
期
問
内
に
僕
却
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
貢
租
は

競
売
に
付
さ
れ
て
償
却
能
力
の
あ
る
第
三
者
に
売
ら
れ
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
償
却
の
本
来
の
目
的
を
余
り
に

も
無
視
．
し
た
財
政
優
位
の
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、

ニ
ダ
ヤ
人
と
投
機
者
の
み
を
富
ま
す
結
果
に
な
る
こ
と
を
理
由

に
、
ヶ
ル
ソ
政
府
が
反
対
し
た
の
で
、
二
三
年
一
〇
月
一
一
目

○
大
蔵
大
臣
訓
令
に
よ
り
、
地
代
が
競
売
に
付
さ
れ
る
と
き
に

は
義
務
者
の
承
認
を
必
要
と
す
る
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
特
典

は
三
七
年
六
月
一
九
日
の
内
閣
命
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
と
し

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
げ
る
質
却
と
共
有
地
分
割
』

て
も
、
そ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
王
領
地
貢
租
償
却
の
過
程
で
二

〇
年
代
の
穀
物
価
格
下
落
の
結
果
、
農
民
は
こ
の
恵
ま
れ
た
機

会
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
償
却
の
規
模
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
報
告
が
欠
除
し
て
い
る
た
め
不
明
で
あ

り
、
報
告
が
あ
る
所
で
も
正
確
な
像
を
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
る
が
、
大
多
数
の
貢
租
は
残
存
し
、
償
却
は
二
〇
世
紀
に

至
る
ま
で
緩
慢
な
進
行
を
示
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
貢
租
が
僅
か
で
あ
っ
た
た
め
農
民
が
高
い
率
で
の
償
却

の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
プ
ロ
イ
セ
ソ
政
府

が
右
岸
に
お
け
る
よ
う
に
地
代
銀
行
を
創
設
し
て
償
却
を
促
進

す
る
よ
う
な
方
策
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
以
上
の
二
点
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
ラ
イ
ソ
右
岸
に
お
け
る
賞
却
の
過
程
は
ブ
ロ
ィ
セ
ソ
時
代
に

入
っ
て
木
格
化
す
る
が
、
著
者
は
ま
ず
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
の

償
却
に
つ
い
て
一
瞥
を
与
え
て
い
る
。

（
川
本
）
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）
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命
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経
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八
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右
岸
に
お
け
る
僕
却
の
試
み
は
、
フ
ラ
ソ
ス
領
に
移
行
す
る

以
前
に
、
ベ
ル
ク
公
爵
領
に
お
い
て
一
八
〇
一
年
い
ら
い
着
手

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
農
民
が
多
く
の
戦
争
負
担
を
課

せ
ら
れ
、
一
般
的
に
貨
幣
不
足
に
悩
ん
で
い
た
の
に
く
わ
え
て
、

僕
却
率
が
余
り
に
も
高
か
っ
た
た
め
、
こ
の
試
み
は
完
全
に
失

敗
し
た
。
一
八
○
八
年
七
月
一
五
日
の
ベ
イ
ヨ
ソ
ヌ
協
定
に
よ

り
、
以
前
の
ベ
ル
ク
、
プ
ル
ク
等
を
含
ん
だ
ベ
ル
ク
大
公
国
が

右
岸
に
設
立
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
ォ
ソ
が
こ
の
政
府
を
引
受
け
る
に

お
よ
ん
で
、
あ
ら
た
に
農
民
解
放
の
試
み
が
左
岸
と
は
異
っ
た

方
法
で
開
始
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
八
年
二
一
月
二
一
日
の
命

令
に
よ
り
、
ラ
イ
プ
ア
イ
ゲ
ソ
シ
ャ
フ
ト
な
ら
び
に
コ
ロ
ナ
ー

ト
の
保
有
地
と
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
保
有
地
の
す
べ
て
の
上
級

所
有
権
は
無
償
廃
止
さ
れ
る
が
、
ゲ
ジ
ソ
デ
奉
仕
、
死
亡
税
、

人
身
的
奉
仕
、
す
べ
て
の
現
物
な
ら
び
に
貨
幣
貢
租
等
は
賞
却

を
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
九
年
一
月
一
一
目
の
命
令
に
よ
り
、
采

邑
地
で
は
人
身
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
以
外
の
す
べ
て
の
貢
租
と

奉
仕
を
賞
却
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
　
（
四
六
四
）

の
命
令
は
い
く
つ
も
の
暖
昧
な
点
を
含
ん
で
い
た
た
め
、
異
っ

た
解
釈
が
く
だ
さ
れ
、
あ
ま
た
の
係
争
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
た

と
え
ば
、
一
代
定
期
小
作
地
の
農
民
が
ラ
イ
プ
ァ
ィ
ゲ
ネ
で
あ

る
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
係
争
、
ク
ー
ル
メ
ー
デ
地
が

采
邑
地
か
否
か
を
め
ぐ
る
係
争
、
ホ
ッ
プ
ス
地
（
｝
ｏ
茅
ｏ
ｑ
津
胃
）

の
農
民
が
人
身
的
に
自
由
で
あ
る
か
否
か
等
を
め
ぐ
っ
て
お
き

た
係
争
等
六
が
そ
れ
だ
。

　
係
争
は
ま
た
地
租
で
あ
る
十
分
の
一
税
支
払
い
に
つ
い
て
も

生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
年
七
月
三
〇
日
の
大
公
国
蔵
相
命

令
に
よ
り
、
十
分
の
一
税
は
土
地
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
た
地
租

で
あ
る
か
ら
、
保
有
者
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
に
支
払
う
貢
租
か
ら

五
分
の
一
を
控
除
さ
れ
る
権
利
を
も
つ
こ
と
、
な
ら
び
に
権
利

者
と
義
務
者
問
の
一
致
に
よ
り
、
こ
れ
を
現
物
形
態
か
ら
貨
幣

形
態
に
転
化
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
だ
が
、
後
者
の
規
定

に
た
い
し
義
務
者
が
現
物
支
払
い
を
固
執
し
た
こ
と
か
ら
多
く

の
係
争
が
生
じ
た
。
か
く
て
、
二
二
年
三
月
一
九
目
の
法
律
に

よ
り
、
当
事
者
の
問
に
一
致
が
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
地
価



の
一
〇
分
の
一
の
価
値
を
換
算
の
基
準
と
し
て
貨
幣
形
態
に
転

化
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。

　
王
領
地
頁
租
に
つ
い
て
は
、
一
〇
年
四
月
二
八
日
の
王
領
地

．
印
紙
な
ら
び
に
抵
当
管
理
人
の
総
管
理
局
指
令
に
よ
り
、
未

払
金
が
あ
る
場
合
に
は
＞
、
の
支
払
い
と
と
も
に
一
四
日
以
内
に

貢
租
の
二
五
倍
の
貨
幣
額
で
償
却
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
成
果

に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
ジ
ー
グ
ブ
ル
グ
収
税
局
区
内
に
お
い

て
は
同
年
六
月
初
め
に
四
、
○
○
○
義
務
者
○
う
ち
、
一
五
人

が
償
却
し
た
の
み
で
あ
る
。
二
一
年
に
一
、
一
〇
〇
義
務
者
に

た
い
し
て
償
却
督
促
状
を
送
付
し
た
さ
い
に
も
、
七
五
〇
人
か

ら
徴
却
通
知
が
え
ら
れ
た
が
、
実
際
の
償
却
は
一
件
む
行
わ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
。
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ィ
ソ
タ
ー
収
税
局
区
内
で

も
多
く
の
義
務
者
が
僕
却
宣
言
を
な
し
た
に
留
ま
り
、
成
果
は

な
か
っ
た
と
い
う
。
ン
、
れ
は
ど
う
し
た
理
由
に
も
と
ず
く
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
個
六
の
地
片
で
の
貢
租
は
僅
少
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
二
五
倍
の
償
却
率
は
余
り
に
も
高
か
っ
た
こ

と
、
現
物
貢
租
の
場
合
に
は
、
も
っ
と
も
近
い
市
場
の
一
四
年

　
　
　
Ｗ
．
エ
ソ
ゲ
ル
ス
一
、
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
倣
却
と
共
有
地
分
割
」

問
の
穀
物
価
格
か
ら
最
高
と
最
低
の
各
二
年
を
除
い
た
一
〇
年

問
の
平
均
価
格
で
も
っ
て
貨
幣
貢
租
に
転
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
平
均
価
格
ン
、
の
も
の
が
市
場
価
格
を
は
る
か
に
上
廻
っ
て

い
た
こ
と
、
な
ら
び
に
償
却
期
問
が
短
か
す
ぎ
た
こ
と
、
以
上

の
三
点
に
主
要
な
理
由
が
あ
っ
た
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ソ
戦
争
後
、
ラ
イ
ソ
右
岸
が
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
併
合

さ
れ
て
ラ
イ
ソ
州
が
設
立
さ
れ
る
や
、
こ
の
新
ら
し
い
州
に
プ

ロ
ィ
セ
ソ
法
を
ど
の
よ
う
に
導
入
す
る
か
が
間
題
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
一
四
年
五
月
一
四
日
の
総
監
命
令
に
よ
り
二
二
年
の
法

律
○
廃
止
が
命
じ
ら
れ
、
つ
い
で
、
同
年
七
月
一
四
目
の
命
令

で
種
人
の
一
一
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農
民
関
係
』
に
か
ん
す
る
係
争
が

停
止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
五
年
五
月
五
日
の
内
閣
命
令
に
よ
り

暫
定
的
に
『
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農
民
関
係
』
を
現
存
の
状
態
の
ま

ま
に
留
め
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
貴
族
の
意
見
を

代
表
す
る
雑
誌
『
ヘ
ル
マ
ソ
」
に
発
表
さ
れ
た
ア
ッ
シ
ェ
ソ
ベ

ル
ク
の
提
案
を
入
れ
て
、
一
七
年
五
月
三
目
の
内
閣
命
令
に
よ

り
一
般
ラ
ソ
ト
法
の
趣
旨
に
も
と
ず
き
、
し
か
も
地
方
の
特
殊

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
（
四
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
二
号
）

事
情
に
適
し
た
法
律
を
制
定
す
る
た
め
に
、
ま
ず
右
岸
各
県
に

一
五
年
五
月
の
命
令
当
時
の
実
際
の
保
有
状
態
と
『
グ
ー
ツ
ヘ

ル
・
農
民
関
係
』
。
の
状
態
を
調
査
す
る
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
命
令
は
ベ
ル
リ
ソ
政
府
の
ラ
イ
ソ
農
業
関
係
に

た
い
す
る
完
全
な
無
知
を
示
し
た
。
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
設

立
さ
れ
た
委
員
会
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ソ
州
に
お
い
て

は
『
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農
民
関
係
』
は
存
在
せ
ず
、
人
身
的
に
自

由
な
農
民
の
み
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
。
か
く
て
、
こ
の
委

員
会
の
仕
事
が
一
九
年
に
終
る
や
、
二
〇
年
九
月
二
五
目
に
新

た
な
法
律
が
発
布
さ
れ
、
十
分
の
一
税
と
『
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農

民
関
係
』
に
た
い
し
て
は
一
般
ラ
ソ
ト
法
が
無
条
件
に
適
用
さ

れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
フ
ラ
ソ
ス
法
が
承
認
さ
れ
た
。

　
だ
が
、
新
法
律
は
以
前
の
法
律
の
暖
味
さ
を
そ
の
ま
ま
う
け

つ
ぎ
、
係
争
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
法
律

か
ら
あ
ら
た
に
生
じ
た
係
争
と
し
て
は
、
大
規
模
な
永
小
作
地

（
卑
昌
８
睾
囚
奪
胃
）
と
一
代
小
作
地
（
ｏ
ｏ
色
旨
ｏ
ｑ
暮
胃
）
の
所

有
者
が
小
作
人
か
ら
保
有
権
を
剥
奪
す
る
宣
言
を
し
尤
場
合
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二
　
（
四
六
六
）

『
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農
民
関
係
』
と
し
て
東
部
諸
地
域
で
施
行
さ

れ
た
法
律
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
徴
収
に
さ
い
し
て
非
常
に

重
荷
と
な
る
僅
か
な
貨
幣
額
の
蝋
、
雌
鶏
等
の
貢
租
は
廃
止
さ

れ
う
る
の
か
否
か
、
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
采
邑
地
貢
租
に
つ
い
て
は
、
二
〇
年
の
法
律
に
全
く
規
定
が

含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
同
年
一
一
月
八
目
に
ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ソ
、
ケ
ル
ソ
等
の
各
政
府
代
表
か
ら
な
る
特
別
会
議

が
行
わ
れ
た
の
ち
、
二
四
年
二
月
二
六
日
の
大
蔵
省
命
令
に
よ

り
、
こ
れ
ら
政
府
の
意
見
と
は
反
対
に
、
レ
ー
ソ
ス
ヘ
ル
皿
ラ

ソ
デ
ス
ヘ
ル
権
を
守
る
た
め
に
裁
判
所
で
無
償
廃
止
を
宣
告
さ

れ
た
貢
租
の
徴
収
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
各
政
府

や
裁
判
所
が
反
対
を
主
張
し
た
た
め
、
大
蔵
省
は
こ
の
主
張
に

譲
歩
し
た
。

　
王
領
地
貢
租
償
却
に
つ
い
て
は
、
ニ
ハ
年
八
月
一
五
目
の
訓

令
に
よ
り
フ
ラ
ソ
ス
法
に
し
た
が
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
国
家

財
政
の
見
地
か
ら
償
却
の
遂
行
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

現
物
貢
租
を
貨
滞
貢
租
に
転
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
尤
た

、



め
、
償
却
は
ベ
ル
リ
ソ
政
府
が
考
え
た
よ
う
に
簡
単
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
各
地
で
義
務
老
は
貨
幣
貢
租
に
転
化
す
る
こ

と
を
拒
否
し
た
た
め
、
二
〇
年
の
法
律
は
貢
租
を
現
物
で
納
め

る
こ
と
を
許
可
し
た
。
こ
の
許
可
は
、
二
二
年
五
月
一
〇
日
の

蔵
相
命
令
に
よ
り
、
現
物
を
収
容
す
る
空
問
が
な
い
と
の
理
由

に
も
と
ず
い
て
取
消
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
同
年
一
一
月
一
九

日
の
蔵
相
命
令
に
よ
り
、
ふ
た
た
び
現
物
支
払
い
は
各
政
府
の

判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。
農
民
が
こ
の
よ
う

な
貨
幣
不
足
に
陥
っ
て
い
た
た
め
、
僕
却
は
二
三
年
に
入
っ
て

い
く
ら
か
増
大
し
た
に
せ
よ
、
政
府
の
期
待
を
は
る
か
に
下
廻

っ
て
い
た
。
ヶ
ル
ソ
政
府
の
報
告
に
よ
る
な
ら
ば
、
償
却
率
が

当
時
の
景
気
に
お
い
て
余
り
に
も
高
か
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に

平
均
価
格
が
当
時
の
市
場
価
格
を
は
る
か
に
上
廻
っ
て
い
た
こ

と
、
以
上
の
二
点
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
。
か
く
て
、
二
三
年

五
月
二
一
目
に
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
政
府
に
償
却
を
貨
幣
貢

租
の
場
合
は
二
〇
倍
、
現
物
貢
租
の
場
合
は
二
五
倍
で
遂
行
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
旧
プ
ル
ク
伯
領
に
た
い
し
て
は
平
均
価

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

格
を
一
〇
％
低
め
る
か
、
ま
た
は
三
〇
年
間
○
平
均
価
格
に
す

る
か
、
に
つ
い
て
の
討
論
が
行
わ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
フ
ラ
ソ
ス
法
を
踏
襲
し
た
二
〇
年
の
法
律
は

多
く
の
係
争
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
、
ま
ず
、
二
二
年
九
月
一

八
目
の
内
閣
命
令
で
奉
仕
、
十
分
の
一
税
等
に
た
い
す
る
裁
判

所
の
判
決
作
成
停
止
が
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
二
四
年
四
旦
二

〇
目
の
内
閣
命
令
に
よ
り
、
二
〇
年
の
法
律
が
適
用
さ
れ
て
い

る
す
べ
て
の
地
方
に
た
い
し
て
近
く
法
律
が
発
布
さ
れ
る
ま
で

す
べ
て
の
判
決
作
成
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
、
つ
い
で
、
二
五
年

四
月
二
一
目
に
新
法
律
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
新
法
律
に
よ
り

二
〇
年
の
法
律
は
廃
止
さ
れ
た
と
し
て
も
、
多
く
の
規
定
は
た

だ
形
式
的
に
。
廃
止
さ
れ
た
の
み
で
実
質
的
に
は
引
継
が
れ
て
い

た
◎
だ
が
、
僕
却
は
当
事
老
間
の
自
由
意
志
に
も
と
ず
く
協
定

を
基
礎
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
協
定
が
成
立
し
な

い
場
合
に
の
み
、
こ
の
新
法
律
と
、
当
時
審
議
中
で
あ
り
、
近

く
発
布
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
新
僕
却
令
の
諸
規
定
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
　
ハ
四
六
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
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第
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著
者
は
新
法
律
と
新
償
却
令
に
も
と
ず
く
償
却
過
程
の
考
察

に
入
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
シ
ュ
テ
ソ
デ
が
こ
れ
ら
に
た
い
し

て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
二
六
年
の
第
一
回
ラ
イ
ソ
州
会
に
対
物
的
賦
課
償
却
の
た
め

の
法
律
草
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
の
審
議
に
さ
い
し
て
、

ラ
ィ
ソ
の
自
由
主
義
者
は
、
ま
ず
二
五
年
の
法
律
が
州
会
の
審

議
に
か
け
ら
れ
な
い
で
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
不
満
を
述
べ
、
つ

い
で
対
物
的
賦
課
償
却
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
官

庁
が
地
方
諸
関
係
を
知
ら
な
い
で
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
自
由
に
干
渉

し
す
ぎ
た
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ィ
ソ
の
自

由
主
義
者
は
、
一
方
で
は
古
い
諸
関
係
の
廃
棄
に
賛
意
を
表
し

な
が
ら
、
他
方
で
は
プ
ロ
イ
セ
ソ
政
府
の
既
存
諾
関
係
を
一
挙

に
除
去
す
る
方
策
に
反
対
を
表
明
し
て
、
草
案
に
た
い
し
て
あ

ま
た
の
変
更
と
補
足
を
提
案
し
た
。

　
そ
の
一
つ
は
土
地
割
譲
に
よ
る
償
却
に
た
い
す
る
反
対
で
あ

る
。
し
か
し
、
二
九
年
七
月
二
二
目
の
新
償
却
令
は
、
こ
の
主
張

を
容
れ
な
い
で
貨
幣
と
土
地
割
譲
に
よ
る
両
者
の
償
却
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
　
（
四
六
八
）

た
た
め
、
シ
ュ
テ
ソ
デ
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

ラ
イ
ソ
州
で
は
単
居
定
住
（
里
冨
¢
旨
◎
｛
）
が
支
配
的
で
あ
っ

た
た
め
、
土
地
割
譲
に
よ
り
散
在
す
る
小
地
片
を
え
る
権
利
者

に
と
っ
て
も
、
土
地
を
失
う
義
務
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
償
却

方
法
は
不
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ

ァ
ー
レ
ソ
に
お
け
る
よ
う
に
、
二
六
年
に
九
二
七
の
共
有
地
分

割
が
行
わ
れ
、
農
民
の
一
部
に
多
く
の
土
地
が
帰
属
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
土
地
割
譲
に
よ
る
償
却
が
有
利
で
あ
っ
た
と
い
う
。

い
ま
一
つ
の
要
求
は
現
物
貢
租
を
貨
幣
貢
租
に
転
化
す
る
基
準

に
つ
い
て
で
あ
る
。
ツ
ユ
テ
ソ
デ
は
法
律
発
布
以
前
一
四
カ
年

の
平
均
価
格
で
な
く
、
償
却
提
案
の
と
き
か
ら
遡
っ
て
一
四
ヵ

年
の
平
均
価
格
を
要
求
し
た
。

　
で
は
、
償
却
の
過
程
は
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
’
か
。

ま
ず
、
五
分
の
一
控
除
に
た
い
し
て
は
、
二
五
年
の
法
律
に
お

い
て
本
質
的
な
変
更
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
分
の
一
税

負
担
者
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
ヘ
の
貢
租
支
払
い
か
ら
五
分
の
一
控

除
の
権
利
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
将
来
廃
止
さ
れ
る
の
み

、



な
ら
ず
、
控
除
の
行
わ
れ
た
過
去
に
遡
っ
て
五
分
の
一
が
後
払

い
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
た
い
し
第
一
回

か
ら
第
五
回
ま
で
の
ラ
イ
ソ
州
会
で
ツ
ユ
テ
ソ
デ
が
猛
烈
に
反

対
し
、
結
局
三
九
年
一
月
二
一
日
の
地
租
法
に
よ
り
旧
に
復
し

た
。　

采
邑
地
に
た
い
す
る
二
五
年
の
法
律
規
定
も
非
常
な
論
争
を

巻
き
起
し
た
。
二
五
年
の
法
律
は
フ
ラ
ソ
ス
支
配
時
代
に
采
邑

地
か
ら
自
由
地
（
と
一
己
巨
冒
）
に
転
化
さ
れ
た
土
地
に
た
い

し
、
あ
ら
た
に
そ
の
補
償
と
し
て
自
由
地
化
賃
租
（
≧
Ｈ
ａ
５
－

ぎ
ま
易
｝
易
）
を
支
払
う
こ
と
を
命
じ
、
以
前
に
は
無
償
廃
止

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
復
帰
権
（
目
¢
ぎ
邑
ポ
８
ｏ
巨
）
、

保
有
地
移
転
料
を
賞
却
し
う
る
権
利
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
た

い
し
デ
一
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
政
府
、
ケ
ル
ソ
政
府
、
な
ら
び
に
第

一
回
ラ
ィ
ソ
州
会
に
お
い
て
シ
ュ
テ
ソ
デ
が
反
対
を
表
明
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
反
対
は
容
れ
ら
れ
な
い
で
、
二
八
年
四
月
二
〇

目
の
内
閣
命
令
に
よ
り
示
談
賠
償
（
＞
き
易
－
◎
§
－
－
声
茎
邑
昌
四
）

の
形
で
こ
れ
ら
の
支
払
い
と
賞
却
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
一
一
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
」

同
年
六
月
の
第
三
回
ラ
ィ
ソ
州
会
に
お
い
て
シ
ュ
テ
ソ
デ
は
ふ

た
た
び
こ
れ
ら
の
全
面
的
免
除
を
請
願
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た

新
た
な
検
討
が
な
さ
れ
た
の
ち
、
二
九
年
七
月
に
拒
否
さ
れ
た
。

こ
の
規
定
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
采
邑
地
保
有
者
が
こ
れ
ら
の

支
払
い
を
拒
否
し
た
た
め
、
結
局
五
〇
年
三
月
の
賞
却
令
に
よ

り
旧
に
復
し
た
の
で
あ
る
。

　
偶
然
的
貢
租
は
二
九
年
の
僕
却
令
に
よ
り
権
利
者
と
義
務
者

の
間
の
協
定
を
基
礎
と
し
て
償
却
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
さ
い
償

却
額
は
で
き
る
だ
け
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。

こ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
償
却
の
協
定
は
し
ば
し
ば
結
ば
れ
、

と
く
に
ヶ
ル
ソ
と
デ
ュ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
の
永
小
作
地
で
は
数
多

く
の
償
却
が
な
さ
れ
た
が
、
他
方
ま
た
、
農
民
は
貢
租
の
支
払

い
を
拒
否
し
、
ク
ー
ル
メ
ー
デ
地
で
は
裁
判
官
が
保
有
地
移
転

料
を
支
払
う
義
務
な
し
と
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
王
領
地
貢
租
償
却
に
た
い
し
て
は
、
二
五
年
の
法
律
と
二
九

年
の
償
却
令
は
各
郡
に
地
区
委
員
会
を
設
け
て
、
償
却
の
基
礎

と
な
る
正
常
価
格
を
決
定
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
ら
委
員
会

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
　
（
四
六
九
）
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か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
は
す
べ
て
、
償
却
の
基
礎
と
さ
れ
た
平

均
価
格
が
市
場
価
格
を
非
常
に
上
廻
っ
て
い
る
と
述
べ
、
と
く

に
エ
ッ
セ
ソ
の
レ
ソ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
現
物
貢
租
を
貨
幣
貢

租
に
転
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
た
が
、
こ

う
し
た
意
見
は
拒
否
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
す
で
に
二

四
年
一
一
月
三
〇
目
の
内
閣
命
令
に
よ
り
、
二
五
年
末
ま
で
許

さ
れ
て
い
た
一
タ
ー
レ
ル
以
下
の
小
額
諸
貢
租
の
一
五
倍
額
で

の
償
却
規
定
、
現
物
貢
租
の
償
却
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

平
均
価
格
の
三
分
の
二
を
正
常
価
格
と
な
す
と
の
規
定
、
な
ら

び
に
土
地
台
帳
か
ら
貢
租
支
払
い
義
務
が
十
分
に
証
明
で
き
な

い
も
の
は
一
五
倍
額
で
償
却
さ
れ
る
と
の
規
定
が
、
そ
の
後
も

更
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

価
格
が
圧
迫
的
作
用
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

時
代
の
僕
却
は
相
当
の
成
果
を
収
め
た
も
の
と
み
ら
れ
う
る
。

す
な
わ
ち
、
ヶ
ル
ソ
県
で
は
小
王
領
地
貢
租
は
二
五
年
の
み
で

一
、
〇
五
三
件
償
却
さ
れ
、
ほ
ぽ
四
、
○
○
○
件
の
償
却
告
知

が
も
た
ら
さ
れ
、
償
却
件
数
は
三
七
年
か
ら
急
速
に
上
昇
し
尤
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ｉ
入
六
　
（
四
七
〇
）

ま
た
、
デ
ュ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
償
却
件
数
は
三
〇
年
前
半
に

上
昇
を
は
じ
め
、
三
七
年
に
最
高
点
に
達
し
て
い
る
。
も
と
よ

り
、
こ
の
償
却
が
行
わ
れ
る
過
程
に
困
難
が
生
じ
た
。
二
つ
の

例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
そ
の
一
つ
は
、
エ
ッ
セ
ソ
と
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
に
多
く
存
在
し
た

ホ
ッ
プ
ス
・
ウ
ソ
ト
・
ベ
ハ
ソ
デ
ィ
グ
ソ
ク
地
（
目
◎
一
Ｕ
Ｏ
Ｏ
と
箏
Ｏ

雰
罫
己
紺
§
窃
ｏ
ｑ
罧
零
）
の
償
却
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
土
地

の
保
有
者
は
す
で
に
世
襲
保
有
権
を
獲
得
し
て
お
り
、
多
く
は

又
貸
に
出
さ
れ
て
い
た
う
え
に
、
戦
争
に
よ
っ
て
登
記
簿
へ
の

登
記
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
貢
租
が
暖
味
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
農
民
が
貢
租
支
払
い

を
拒
否
し
た
た
め
、
政
府
は
一
一
年
の
法
律
発
布
ま
で
の
諸
関

係
を
調
査
し
、
こ
の
土
地
を
復
帰
権
に
服
し
、
保
有
地
移
転
料

な
ら
び
に
死
亡
税
支
払
い
義
務
を
も
つ
土
地
と
規
定
し
た
。
も

と
よ
り
農
民
は
反
抗
を
や
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
裁
判

所
は
復
帰
権
、
保
有
地
移
転
料
な
ら
び
に
死
亡
税
支
払
い
義
務

を
認
め
な
い
と
の
判
決
を
下
し
、
箱
局
、
本
来
の
貢
租
の
み
が

、



現
物
形
態
か
ら
貨
幣
形
態
「
一
転
化
さ
れ
た
○
ち
、
二
五
倍
額
で

僚
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ま
一
つ
は
飼
料
用
燕
麦
を
貢

租
と
し
て
償
却
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
こ
の
間

題
は
、
結
局
土
地
貸
与
か
ら
生
じ
た
貢
租
で
あ
る
と
結
論
さ
れ

た
。　

十
分
の
一
税
の
償
却
に
つ
い
て
は
、
一
一
年
の
ベ
ル
ク
大
公

国
の
法
律
に
よ
り
、
家
蓄
十
分
の
一
税
（
雪
暮
轟
事
試
）
は
人

身
的
奉
仕
か
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
開
墾
十
分
〇
一
税

は
将
来
の
開
墾
奨
励
の
意
味
で
無
償
廃
止
が
規
定
さ
れ
た
が
、

二
二
年
の
法
律
で
は
、
す
べ
て
の
十
分
の
一
税
は
地
代
と
し
て

僕
却
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
変
更
さ
れ
、
義
務
者
の
負
担
で
抵
当

登
記
簿
へ
の
登
記
が
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
年
○
法
律

で
は
、
こ
れ
を
現
物
形
態
か
ら
貨
幣
形
態
に
転
化
し
、
二
五
倍

額
で
償
却
す
る
よ
う
視
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
に
も

と
ず
い
て
計
算
さ
れ
た
償
却
額
は
、
フ
ラ
ソ
ス
法
に
も
と
ず
く

額
と
比
し
て
二
暗
以
上
に
昇
っ
た
た
め
、
成
果
は
全
然
あ
が
っ

て
い
な
い
。
二
九
年
の
賞
却
令
は
、
こ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
う

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
げ
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

け
つ
ぎ
、
ま
ず
現
物
形
態
を
貨
幣
形
態
へ
転
化
す
る
こ
と
に
努

力
を
注
い
だ
が
、
義
務
者
が
二
〇
倍
額
を
主
張
し
て
拒
否
し
た

た
め
、
三
一
年
一
月
一
一
日
の
内
閣
命
令
に
よ
り
、
三
年
間
だ

け
二
〇
倍
額
の
償
却
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
特
典
は
そ
の
後
三
年

間
延
長
さ
れ
た
と
し
て
も
、
成
果
は
ほ
と
ん
ど
あ
が
っ
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
ケ
ル
ソ
県
に
存
在
す
る
十
分
の
一
税
の
ほ
と

ん
ど
を
占
め
て
い
た
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ィ
ソ
タ
ー
収
税
局
区
内
で

は
、
三
七
年
の
秋
ま
で
に
一
四
二
の
禾
穀
十
分
の
一
税
（
ｏ
胃
－

ず
雪
８
事
試
）
の
う
ち
三
一
が
貨
幣
形
態
に
転
化
さ
れ
た
の
み

で
、
賞
却
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
ず
、
ゾ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
郡
を
除
く

他
の
収
税
局
区
内
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

十
分
の
一
税
支
払
い
義
務
を
も
つ
土
地
保
有
者
が
土
地
売
買
を

通
じ
て
た
び
た
び
交
代
し
、
償
却
文
書
の
作
成
が
困
難
で
あ
っ

た
こ
と
に
く
わ
え
て
、
ほ
と
ん
ど
の
十
分
の
一
税
が
非
常
に
僅

か
の
額
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
償
却
は
な
お
数
十
年
の
間
つ

づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。

　
な
お
、
　
ヶ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ィ
ソ
タ
ー
、
　
フ
ィ
リ
ヅ
ヒ
、
な
ら
一
び

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
　
（
四
七
一
）
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に
以
前
の
ナ
ッ
ソ
ウ
地
方
に
多
く
存
在
し
た
葡
萄
十
分
の
一
税

（
弓
§
亭
雪
塞
ぎ
試
）
の
償
却
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
の

十
分
の
一
税
は
以
前
に
は
恩
恵
十
分
の
一
税
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

と
い
う
の
は
葡
萄
の
収
穫
は
年
に
よ
り
大
き
く
変
動
す
る
の
で
、

支
払
わ
れ
る
葡
萄
の
質
と
量
が
義
務
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
貢
租
に
た
い
し
一
八
年

に
一
〇
カ
年
の
平
均
収
穫
を
基
準
と
し
て
償
却
が
命
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
二
〇
年
代
に
義
務
者
が
生
産
物
か
ら
生
産
費
な
ら
び

に
貢
租
を
差
引
く
と
な
に
も
残
ら
な
い
ほ
ど
貧
窮
に
陥
っ
た
の

で
、
成
果
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
三
七
年
に
償
却
を
促
進
す

る
た
め
に
各
地
方
の
賞
却
基
準
額
の
決
定
に
蒼
手
し
た
が
、
い

た
る
と
こ
ろ
で
義
務
者
の
反
対
に
会
っ
た
た
め
、
四
〇
年
一
〇

月
に
一
般
委
員
会
に
償
却
調
整
が
委
任
さ
れ
た
。
償
却
業
務
は
、

政
府
提
案
の
基
準
額
の
一
五
～
二
〇
倍
で
も
っ
て
緩
慢
に
進
行

し
、
五
〇
年
代
に
終
了
し
た
が
、
国
家
が
負
担
し
た
償
却
調
整

費
は
多
い
と
こ
ろ
で
は
償
却
額
の
過
半
に
達
し
た
と
い
う
。
ま

た
、
葡
萄
園
の
三
分
の
二
貝
租
の
償
却
は
、
二
五
年
九
月
に
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
　
（
四
七
二
）

年
毎
三
回
の
分
割
払
い
で
も
っ
て
、
そ
の
年
の
収
穫
物
総
額
の

五
分
の
二
の
額
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
六
年
に
は
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
義
務
者
が
償
却
を
完
了
し
た
。

　
狩
猟
権
に
つ
い
て
は
、
一
四
年
七
月
二
二
目
の
総
監
命
令
に

よ
り
、
共
同
体
ま
た
は
三
〇
〇
モ
ル
ゲ
ソ
の
用
益
権
を
も
つ
者

が
償
却
を
欲
し
た
場
合
に
廃
止
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
た
が
、
償

却
基
準
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
成
果
は
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
償
却
基
準
に
つ
い
て
長
い
間
討
議
が
つ
づ
け
ら
れ
た
が
、

結
論
は
出
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
四
〇
年
代
に
入
る
や
、
ラ
イ

ソ
の
自
由
主
義
者
に
よ
る
自
由
な
土
地
所
有
の
最
後
の
制
限
で

あ
る
狩
猟
権
廃
止
の
請
願
が
活
澄
と
な
り
、
他
方
、
農
民
も
ま

た
野
獣
に
よ
る
被
害
に
た
い
し
て
激
し
い
苦
情
を
述
べ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
、
四
八
年
一
〇
月
三
一
日
の
法
律
に
よ
り
、
狩

猟
権
は
廃
止
さ
れ
て
各
土
地
用
益
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な

り
、
狩
猟
は
こ
れ
ら
の
土
地
を
共
同
体
の
狩
猟
忠
域
に
統
一
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
狩
猟
資
格
は
五
〇
年

三
月
七
目
の
狩
猟
警
察
法
に
よ
り
、
三
〇
〇
モ
ル
ゲ
ソ
の
地
つ

、



づ
き
の
土
地
保
有
者
ま
た
は
完
全
に
垣
で
囲
ま
れ
た
地
所
を
も

つ
者
に
制
限
さ
れ
た
。

　
著
者
は
二
五
年
の
法
律
発
布
以
降
の
償
却
過
程
を
考
察
し
た

の
ち
、
四
七
年
の
第
一
回
合
同
州
会
を
契
機
と
し
て
生
じ
て
き

た
地
代
銀
行
（
忍
昌
ｇ
罫
寿
）
創
設
問
題
の
考
察
に
入
っ
て
い

る
。
地
代
銀
行
設
立
の
要
求
は
、
農
民
に
償
却
に
必
要
な
資
金

が
欠
除
し
て
い
る
た
め
、
僕
却
立
法
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
か

っ
た
と
の
理
由
か
ら
生
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
要
求
は
三
九
年

に
オ
ー
ベ
ル
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
ま
た
四
九
年
に
シ
ュ
レ

ー
ジ
ヱ
ソ
と
ホ
ズ
ー
エ
ソ
に
お
い
て
ツ
ユ
テ
ソ
デ
に
よ
り
提
起

さ
れ
、
第
一
回
合
同
州
会
に
内
務
省
と
大
蔵
省
が
覚
書
を
提
出

し
、
ツ
ユ
テ
ソ
デ
に
地
代
銀
行
設
立
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め

る
に
お
よ
ん
で
、
全
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
問
題
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
当
時
立
法
権
は
王
に
帰
属
し
、
合
同
州
会
の
権
限
は
州
の

内
政
間
題
へ
の
聖
言
と
請
願
に
制
限
さ
れ
て
い
た
う
え
に
、
二

　
　
　
ｗ
．
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
洲
に
お
付
る
僕
却
と
共
有
地
分
割
』

○
年
の
法
律
に
よ
り
、
召
集
は
毎
年
行
わ
れ
る
と
約
東
さ
れ
て

い
な
が
ら
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
第
一
回
合
同
州
会
の
主

要
議
題
は
シ
一
テ
ソ
デ
に
召
集
権
が
あ
る
の
か
否
か
の
間
題
に

集
中
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ラ
イ
ソ
の
白
由
主
義
老
は
、
王

の
立
法
権
を
認
め
た
う
え
で
シ
ュ
テ
ソ
デ
の
召
集
権
を
強
硬
に

主
張
し
て
い
た
。
か
く
て
、
地
代
銀
行
設
立
間
題
は
こ
の
間
題

と
絡
み
合
い
な
が
ら
進
展
す
る
。

　
覚
書
は
三
一
年
以
来
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
の
二
、
三
の
郡

に
設
立
さ
れ
て
い
た
償
還
金
庫
（
ヲ
ー
碧
轟
ｏ
っ
ぎ
詔
ｏ
）
　
と
、
三

四
年
一
月
一
日
開
設
の
ザ
ク
セ
ソ
の
州
地
代
銀
行
を
模
範
と
し

て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
ン
、
の
要
旨
は
、
権
利
者
に
償
却
金
を
販

売
可
能
な
地
代
証
券
　
（
穿
葦
雪
可
蕉
）
で
一
括
し
て
与
え
る

こ
と
に
よ
り
、
有
効
な
資
金
を
生
み
だ
す
と
と
も
に
、
負
担
の

多
い
貢
租
徴
収
か
ら
解
放
し
、
義
務
者
に
償
却
金
と
利
子
を
数

十
年
に
わ
た
っ
て
新
設
銀
行
に
払
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
賞

却
金
負
担
を
軽
減
し
、
農
業
の
改
善
を
可
能
に
す
る
と
い
う
に

あ
っ
た
。
こ
の
覚
書
に
た
い
し
て
、
合
同
州
会
第
四
審
議
局
は

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
　
ハ
四
七
三
）
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シ
ュ
テ
ソ
デ
の
意
見
を
纏
め
て
修
正
案
を
作
成
し
た
が
、
と
く

に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
地
代
証
券
の
信
用
を
維
持
す
る
た
め

に
国
家
保
証
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
覚
書
の
規
定
で
あ
る
。

ラ
イ
ソ
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
の
代
表
で
あ
る
ハ
ソ
ゼ
マ
ソ
、

メ
ヴ
ィ
ッ
セ
ソ
、
フ
ィ
ソ
ヶ
等
は
、
一
方
的
な
国
家
保
証
は
ツ

ユ
テ
ソ
デ
の
協
力
を
排
除
し
、
王
の
権
限
を
強
化
す
る
と
反
対

し
、
ツ
ユ
テ
ソ
デ
に
合
同
州
会
の
召
集
権
を
与
え
、
そ
こ
で
の

シ
ュ
テ
ソ
デ
の
賛
成
を
基
礎
と
し
て
国
家
保
証
が
与
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ポ
ソ
メ
ル
ソ
代
表

は
、
国
家
保
証
が
間
題
と
な
る
地
代
銀
行
の
設
立
に
反
対
し
て

騎
士
信
用
金
庫
の
拡
充
を
主
張
し
、
ラ
イ
ソ
諸
都
市
代
表
も
、

地
代
銀
行
に
代
る
も
の
と
し
て
信
用
金
庫
を
要
求
し
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
投
票
に
か
け
た
結
果
、
州
地
代
銀
行
設

立
に
賛
成
す
る
が
、
そ
の
詳
細
な
案
は
各
州
会
で
作
成
し
て
つ

ぎ
の
合
同
州
会
に
提
出
し
、
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
国
家
保
証
に

つ
い
て
の
採
決
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
結
論
に
達
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
意
見
に
た
い
し
、
王
は
各
州
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
　
（
四
七
四
）

ー
レ
ソ
の
償
還
金
庫
を
模
範
と
し
て
州
救
済
金
庫
（
零
◎
ま
宇

Ｎ
邑
巨
豪
罫
。
。
。
。
¢
）
を
設
立
す
る
と
の
決
議
を
下
し
た
。
そ
の
基

金
は
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
州
か
ら
無
利
子
で
字
え
ら
れ
、
ラ
ィ
ソ
州

に
は
四
〇
万
タ
ー
レ
ル
が
割
当
て
ら
れ
た
。
そ
れ
は
対
物
的
賦

課
償
却
の
た
め
に
貸
出
さ
れ
、
貸
出
最
小
額
は
一
〇
〇
タ
ー
レ

ル
、
借
手
は
六
％
の
利
子
と
と
も
に
三
二
年
間
で
賞
還
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
金
庫
は
ラ
イ
ソ
州
で
は
な
ん
ら
の

役
割
を
も
果
し
え
な
か
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
ラ
ィ
ソ
州
で

は
僕
却
額
が
一
〇
〇
タ
ー
レ
ル
に
達
し
な
い
場
合
が
大
部
分
で

あ
り
、
く
わ
え
て
土
地
の
売
買
を
通
じ
て
土
地
の
細
分
化
が
進

み
、
そ
の
過
程
で
以
前
の
保
有
者
の
負
債
簿
の
み
が
残
さ
れ
て
、

実
際
の
保
有
者
が
不
明
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
各
方
面
か
ら
償
却
率
軽
減
の
叫

び
が
高
ま
っ
た
た
め
、
四
八
年
四
月
二
七
目
と
六
月
六
目
に
商

工
省
は
各
政
府
な
ら
び
に
整
理
局
に
償
却
率
修
正
の
提
案
を
な

す
よ
う
勧
告
を
発
し
、
他
方
、
六
月
二
〇
目
の
国
民
集
会
に
地

代
銀
行
設
立
の
基
礎
と
な
っ
た
バ
ト
フ
の
覚
書
が
提
出
さ
れ
、

し

＼



こ
れ
ら
の
結
果
、
ラ
イ
ソ
右
岸
で
は
五
〇
年
三
月
二
日
の
新
償

却
法
に
よ
り
、
一
方
で
は
二
九
年
の
僕
却
令
が
廃
止
さ
れ
て
新

償
却
規
定
が
施
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
あ
ら
た
に
地

代
銀
行
が
設
立
さ
れ
て
州
救
済
金
庫
に
と
っ
て
代
る
こ
と
と
な

っ
た
。
新
僕
却
法
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
お
も
な
点
は
、
自
由
地

化
賃
租
、
復
帰
権
、
死
亡
税
○
無
償
廃
止
、
貨
幣
貢
租
の
一
八

倍
額
で
の
僕
却
と
五
分
の
一
控
除
の
廃
止
、
な
ら
び
に
地
代
証

券
で
賞
却
さ
れ
る
場
合
に
は
二
〇
倍
額
と
四
％
の
利
子
を
五
六

ヵ
年
一
ヵ
月
で
償
還
す
る
こ
と
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
。
こ
の

新
償
却
法
に
も
と
ず
く
僕
却
の
成
果
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル

ド
ル
フ
県
の
例
を
み
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
四
八
年
以
降
農

民
が
新
償
却
法
の
有
利
な
結
果
を
期
待
し
た
た
め
、
償
却
が
停

滞
し
た
が
、
五
〇
年
以
降
に
上
昇
し
て
い
る
。
な
お
、
地
代
銀

行
を
通
じ
て
僕
却
し
た
者
と
そ
う
で
な
い
老
と
の
比
は
、
デ
ュ

ッ
セ
ル
ド
ル
フ
市
長
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
五
一
年
に
前
者
が
三

五
名
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
後
老
は
二
名
で
あ
っ
た
。

　
五
分
の
一
控
除
廃
止
に
た
い
す
る
農
民
の
不
満
、
地
代
銀
行

　
　
　
Ｗ
・
ヱ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

を
通
じ
て
の
償
却
が
二
〇
倍
額
と
さ
れ
た
こ
と
に
た
い
す
る
不

満
、
等
か
ら
償
却
は
蝸
午
的
に
進
行
し
た
の
だ
っ
た
。

六

　
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
○
過
程
は
以
上
の
よ
う
な
推
移
を

辿
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
償
却
の
特
徴
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
つ

ぎ
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ｏ
リ
左
岸
と
右
岸
の
償
却
過
程
を
比
較
す
る
と
、

右
岸
で
は
地
代
銀
行
設
立
の
結
果
、
あ
ま
た
の
係
争
が
生
じ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僕
却
が
急
速
に
進
展
し
た
の
に
た
い
し
、

左
岸
で
は
償
却
が
二
〇
世
紀
に
至
る
ま
で
緩
慢
に
進
行
し
た
こ

と
、
の
ラ
イ
ソ
州
で
は
償
却
対
象
の
大
部
分
が
僅
か
の
額
の
貨

幣
地
代
で
あ
り
、
奉
仕
の
賞
却
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
償
却
も
貨

幣
で
行
わ
れ
、
土
地
割
譲
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
が
稀
で
あ
る

こ
と
、
ゆ
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ィ

ソ
州
で
は
貢
租
額
が
僅
か
で
あ
っ
た
た
め
、
上
級
所
有
権
者
が

償
却
に
よ
り
巨
大
な
財
産
を
獲
得
し
た
例
が
な
く
、
し
た
が
っ

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
　
（
四
七
五
）
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て
農
民
に
と
っ
て
も
、
僕
却
額
は
負
債
を
増
大
さ
せ
る
程
圧
迫

的
に
作
用
せ
ず
、
負
廣
が
増
大
し
た
と
す
れ
ば
、
原
因
は
む
し

ろ
農
業
不
況
に
あ
っ
た
こ
と
、
ゆ
十
分
の
一
税
が
現
物
形
態
か

ら
貨
幣
形
態
に
転
化
さ
れ
た
こ
と
が
、
貨
幣
経
済
の
進
展
を
促

進
し
、
営
業
の
自
由
な
発
展
の
前
提
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
、

伺
償
却
の
結
果
を
エ
ル
ベ
以
東
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で

は
農
民
が
目
傭
労
働
者
に
顛
落
し
、
資
本
主
義
的
ユ
ソ
ヵ
１
経

営
が
成
立
し
た
の
に
た
い
し
、
ラ
ィ
ソ
州
で
は
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル

の
土
地
へ
の
関
係
が
完
全
に
除
去
さ
れ
、
農
民
が
完
全
な
土
地

所
有
者
に
転
化
し
た
こ
と
、
以
上
の
五
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
著
者
は
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
僕
却
立
法
の
推
移

と
そ
の
成
果
を
考
察
し
た
の
ち
、
共
有
地
分
割
の
間
題
の
考
察

に
移
っ
て
い
る
。七

共
有
地
に
は
放
牧
地
、
牧
草
地
、
森
林
地
等
が
含
ま
れ
る
が
、

二
ー
ダ
ー
ニ
フ
ィ
ソ
や
ベ
ル
ク
で
は
単
居
定
住
が
支
配
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
　
（
四
七
六
）

っ
た
た
め
、
耕
地
強
制
を
表
現
す
る
共
同
放
牧
権
、
す
な
わ
ち
、

耕
作
技
術
の
発
展
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
た
休
閑
地
と
刈
田
の

放
牧
権
廃
止
の
間
題
は
重
要
な
意
義
を
も
た
な
い
で
、
森
林
地

分
割
の
も
つ
意
義
が
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
著
者
は
共
有
地

分
割
の
考
察
を
主
と
し
て
森
林
地
分
割
の
間
題
に
注
ぎ
、
ま
ず

立
法
過
程
か
ら
考
察
を
す
す
め
て
い
る
。

　
ラ
イ
ソ
州
で
は
、
一
般
ラ
ソ
ト
法
の
施
行
区
域
で
あ
る
レ
ー

ス
郡
と
デ
ュ
ィ
ス
ブ
ル
グ
郡
を
除
い
て
、
一
八
二
一
年
六
月
二

一
日
の
共
有
地
分
割
令
は
施
行
さ
れ
ず
、
別
の
立
法
過
程
の
も

と
に
お
か
れ
た
。
ラ
ィ
ソ
左
岸
で
は
、
フ
ラ
ソ
ス
立
法
は
共
有

地
分
割
に
た
い
し
て
十
分
な
規
定
を
含
ま
ず
、
成
果
は
な
か
っ

た
。
ベ
ル
ク
公
爵
領
で
は
、
一
八
〇
七
年
一
〇
月
二
一
百
の
行

政
命
令
に
よ
り
、
市
町
村
参
事
会
の
協
議
と
行
政
庁
に
よ
る
判

定
、
な
ら
び
に
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
認
可
を
も
っ
て
共
同
体
叢
林

の
分
割
が
命
じ
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
八
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
目
の
命
令
に
よ
り
、

森
林
保
護
と
そ
の
最
も
有
利
な
運
営
の
た
め
に
、
共
同
体
森
林

ヒ



（
○
ｏ
昌
９
己
¢
考
巴
２
長
§
ｑ
Ｏ
ｏ
昌
胃
斤
彗
考
巴
旨
畠
）
が
一
般

森
林
行
政
の
管
轄
下
に
お
か
れ
、
大
蔵
大
臣
が
森
林
に
か
ん
す

る
命
令
を
下
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
森
林
行
政
官
吏

は
共
同
体
森
林
の
運
営
に
直
接
干
渉
を
行
い
、
木
材
を
伐
採
し

て
販
売
さ
せ
、
そ
れ
に
税
を
果
す
こ
と
に
よ
り
政
府
の
財
政
収

入
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
、
各
方
面
か
ら
激
し
い
非
難

の
声
が
お
き
た
。
そ
こ
で
、
一
六
年
二
一
月
二
四
日
の
命
令
に

よ
り
、
ふ
た
た
び
共
同
体
森
林
の
運
営
は
共
同
体
に
委
ね
ら
れ
、

政
府
は
上
級
監
視
権
の
み
を
も
つ
と
改
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に

し
て
非
難
を
鎮
め
た
う
え
で
、
政
府
は
再
三
に
わ
た
っ
て
共
同

体
森
林
の
分
割
を
勧
め
た
。
そ
の
結
果
、
ヶ
ル
ソ
政
府
の
発
議

に
よ
り
、
二
三
年
七
月
に
分
割
を
ど
の
よ
う
に
合
理
的
に
促
進

す
る
か
に
つ
い
て
政
府
委
員
、
州
参
事
官
、
森
林
監
視
官
、
分

割
委
員
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
席
上
で
州
参
事

官
シ
ヱ
ー
ヴ
ェ
ソ
が
、
森
林
の
乱
伐
を
招
く
と
の
理
由
で
分
割

に
強
く
反
対
し
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
政
府
に
そ
の
こ
と
を
説

明
し
た
た
め
、
反
対
の
声
が
ヤ
が
て
強
ま
っ
て
ゆ
き
、
二
六
年

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

の
策
一
回
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
州
会
で
は
、
ほ
と
ん
ど
一
致

し
て
反
対
が
表
明
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
政
府
は
三
四
年
六
月
三
〇
目

に
命
令
を
発
し
、
私
的
所
有
権
の
も
と
に
あ
る
共
同
体
財
産
は

分
割
さ
れ
る
が
、
団
体
所
有
権
（
穴
◎
昌
冒
註
ｏ
易
¢
釘
ｇ
巨
昌
）

の
も
と
に
あ
る
財
産
は
分
割
さ
れ
え
な
い
と
規
定
し
た
。
し
か

し
、
結
果
は
私
的
所
有
権
と
団
体
所
有
権
の
区
別
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
を
ひ
き
お
こ
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
く
て
、

政
府
は
四
六
年
八
月
七
日
の
内
閣
命
令
に
よ
り
、
レ
ー
ス
郡
と

デ
ュ
ィ
ス
ブ
ル
グ
郡
を
除
く
全
ラ
イ
ソ
州
に
た
い
し
、
共
同
体

森
林
は
分
割
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
木
材
を
伐
採
し
て
耕

地
に
転
ず
る
場
合
に
は
、
政
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
と
規
定

し
た
。
そ
し
て
、
四
一
年
の
第
六
回
ラ
イ
ソ
州
会
以
来
、
共

同
放
牧
地
と
森
林
地
の
分
割
を
償
却
に
よ
り
遂
行
す
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
た
シ
ュ
テ
ソ
デ
に
、
王
は
四
五
年
の
箪
八
回
ラ
ィ

ソ
州
会
で
委
員
会
を
形
成
し
て
政
府
委
員
と
審
議
を
行
い
、
共

有
地
分
割
に
協
力
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
の
審
議
は
一
年

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
　
（
四
七
七
）
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間
つ
づ
け
ら
れ
、
五
一
年
五
月
一
九
目
に
レ
ー
ス
郡
と
デ
ュ
ィ

ス
ブ
ル
グ
郡
を
除
く
全
ラ
ィ
ソ
州
に
た
い
す
る
共
有
地
分
割
令

が
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
所
有
権
が
共
同
体
に
属
し
、

用
益
権
が
定
住
構
成
員
に
属
す
る
共
有
地
は
分
割
さ
れ
て
個
人

所
有
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
二
九
年
の
共
有
地
分
割
令

の
規
定
に
本
質
的
に
は
従
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
共
同
体
ま
た

は
共
■
同
体
構
成
員
の
団
体
財
産
（
内
◎
壱
冒
註
◎
易
く
異
旨
緒
ｇ
）

は
、
私
的
所
有
権
に
転
化
さ
れ
え
な
い
と
の
制
限
が
付
さ
れ
、

そ
の
他
の
場
合
に
は
、
凧
益
権
者
が
共
同
体
に
償
却
を
提
案
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
　
そ
の
結
果
、
　
共
有
地
が
分
割
の
許

さ
れ
な
い
共
同
体
所
有
権
の
も
と
に
あ
る
の
か
、
ま
た
は
分
割

可
能
な
用
益
権
者
の
共
同
所
有
権
の
も
と
に
あ
る
の
か
を
め
ぐ

っ
て
係
争
が
生
じ
、
問
題
は
今
目
ま
で
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
。
カ
ル
ダ
ウ
ェ
ソ
の
森
林
地
分
割
は
そ
の
一
例
で
あ

る
。　

カ
ル
ダ
ウ
ェ
ソ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
を
も
つ
村
落
住
民

の
共
同
所
有
権
の
も
と
に
あ
る
ほ
ぼ
四
〇
〇
モ
ル
ゲ
ソ
の
森
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
　
（
四
七
八
）

地
が
あ
っ
た
。
こ
の
森
林
地
の
分
割
を
カ
ル
ダ
ウ
ェ
ソ
の
一
部

の
住
民
が
、
三
八
年
か
ら
六
〇
年
に
か
け
て
四
度
に
わ
た
っ
て

提
案
し
、
ラ
ソ
ト
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
可
し
た
の
に
た
い
し
、

控
訴
院
が
反
対
し
た
た
め
、
提
案
は
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
理
由

は
、
こ
の
森
林
地
が
共
同
体
森
林
地
（
ｏ
¢
昌
ｏ
ぎ
ま
幸
当
き
畠
）

で
あ
り
、
用
益
権
者
の
共
同
所
有
森
林
地
（
○
¢
昌
胃
斥
彗
ミ
苧

豊
畠
）
で
は
な
い
と
い
う
に
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
カ
ル
ダ

ウ
エ
ソ
森
林
地
に
隣
村
住
民
が
用
益
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
、
控
訴
院
が
こ
の
森
林
地
を
隣
村
を
も
含
ん
だ
共
同
体

（
考
き
亭
｝
易
Ｏ
罫
茅
０
ｑ
¢
昌
９
■
ま
）
の
所
有
権
の
も
亡
に
あ
る
と

主
張
し
た
の
に
た
い
し
て
、
著
者
は
疑
間
を
提
出
し
、
カ
ル
ダ

ウ
ユ
ソ
の
資
料
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
こ
の
森
林
地
が
分
割
さ

れ
る
べ
き
用
益
権
者
の
共
同
所
有
権
の
も
と
に
あ
っ
た
と
主
張

し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ニ
ハ
世
紀
末
の
最
初
の
資
料
に
よ
る
と
聖
マ
ル

チ
ソ
祭
後
の
最
初
の
水
曜
に
共
同
体
構
成
員
の
会
議
（
竃
胃
テ

ｏ
ｑ
＆
ぎ
潟
）
が
も
た
れ
、
そ
こ
で
森
林
地
に
か
ん
す
る
諸
間
題



が
討
議
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
森
林
地
へ
の
豚

追
立
て
権
を
み
る
と
、
最
高
の
メ
ル
カ
ー
（
峯
岬
寿
胃
）
と
記

さ
れ
て
い
る
者
が
、
全
部
で
一
〇
〇
頭
の
豚
追
立
て
頭
数
の
う

ち
、
五
〇
頭
を
割
当
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル

に
当
る
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
初
頭
に
こ
の
豚
追
立
て
権
の
一

部
が
隣
村
住
民
に
売
ら
れ
、
そ
の
後
隣
村
住
民
は
漸
次
メ
ル
ヵ

－
と
同
等
の
権
利
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
一
七
世
紀
中
葉
に
カ

ル
ダ
ウ
ェ
ソ
が
ジ
ー
ク
ブ
ル
グ
修
道
院
領
と
な
り
、
ラ
ソ
デ
ス

ヘ
ル
が
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
に
反
抗
し
た
農
民
を
庇
護
し
な
が
ら
白

已
の
力
を
強
め
て
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
、
メ
ル
カ
ー
と
隣
村
住

民
の
区
別
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
の
権
利
は
世
襲
化

し
、
白
由
に
相
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
森
林
全
体

の
問
題
に
た
い
す
る
共
同
体
構
成
員
の
自
治
権
は
、
グ
ル
ソ
ド

ヘ
ル
の
今
ま
で
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
強
化
し
た
。
そ
こ
で
、

著
老
は
ヵ
ル
ダ
ゥ
ェ
ソ
森
林
地
は
分
割
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と

主
張
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
著
者
は
分
割
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
考
察
し

　
　
　
Ｗ
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』

た
の
ち
、
分
割
が
行
わ
れ
た
例
と
し
て
、
一
七
年
に
分
割
さ
れ

た
ロ
ィ
ヒ
テ
ル
マ
ル
ク
、
二
二
年
八
月
に
分
割
さ
れ
た
オ
ー
ゼ

ナ
ウ
ェ
ル
マ
ル
ク
、
な
ら
び
に
五
五
年
に
分
割
が
開
姶
さ
れ
、

八
一
年
に
終
了
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
カ
ー
・
ゲ
マ
ル
ク
の
三
つ
を
あ

げ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
分
割
過
程
に
お
い
て
困
難
が
生

じ
た
。
そ
の
点
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
三
点
で
あ
る
。

ｃ
Ｄ
ラ
ィ
ソ
州
に
お
い
て
は
、
統
一
的
な
分
割
基
準
が
な
か
っ
た

た
め
、
地
方
に
よ
っ
て
土
地
保
有
規
模
、
炉
の
所
有
数
、
家
畜

所
有
数
、
家
族
数
、
等
の
異
っ
た
基
準
が
選
ば
れ
た
こ
と
、
四

政
府
は
分
割
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
が
、
小
土
地
保
有
者
が
分

割
に
反
対
し
た
こ
と
、
倒
市
町
村
も
共
有
地
に
用
益
権
を
も
っ

て
い
た
の
で
、
分
割
に
さ
い
し
て
生
じ
る
損
害
に
た
い
す
る
補

償
を
他
の
用
益
権
者
か
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の

額
に
つ
い
て
の
協
定
が
難
行
し
た
こ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
分
割
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
と
分
割
さ
れ

た
場
合
の
例
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、
農
民
問
の
相
互

緕
合
は
い
た
る
所
で
長
い
問
存
続
し
た
が
、
共
有
地
が
分
割
さ

（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
　
（
四
七
九
）
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れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
が
肥
沃
な
耕
地
に
転
化
さ
れ
、
農
民

の
白
由
な
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
移
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

精
神
の
窮
極
の
勝
利
を
意
味
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

八

　
本
書
は
、
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
を
、
ラ

イ
ソ
州
の
農
民
が
種
次
の
立
法
過
程
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
土

地
保
有
権
者
か
ら
近
代
的
土
地
所
有
権
者
に
転
化
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
法
制
史
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
　
（
四
八
○
）

経
済
史
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
も
っ
と
も
重
要
な
意
義

を
も
つ
解
放
立
法
以
前
の
農
民
層
分
解
の
実
態
、
解
放
立
法
の

そ
れ
へ
の
影
響
、
な
ら
び
に
解
放
立
法
が
も
た
ら
し
た
結
果
に

つ
い
て
は
、
直
接
に
回
答
を
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
書
は
従
来
の
研
究
に
お
い
て
簡
単
に
し
か
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
ラ
ィ
ソ
州
に
お
け
る
農
民
解
放
を
直
接
の
研
究
対
象
と
し
て

取
上
げ
て
お
り
、
ド
ィ
ッ
産
業
革
命
の
心
臓
た
る
ラ
ィ
ソ
．
プ

ロ
ィ
セ
ソ
に
お
け
る
産
業
資
本
の
成
立
過
程
を
研
究
す
る
場
合

に
、
一
つ
の
有
力
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

償
却
と
共
有
地
分
割
に
か
ん
す
る
年
表
。

■

エ
　
ル
　
ベ

以
　
東

‘

ラ

イ
　
ソ

左
　
岸

ラ
　
　
イ

ソ

右

岸

一
七
九
〇
年
一

二
月
一
八
日
と

一
九
日
の
法

律
。

〔
王
領
地
貢
租
償
却
、

貨
幣
貢
租
二
〇

倍
、

現
物
貢
租
二
五
倍
〕
。

一
七
九
二
年
八
月
二
五
日
と
二
八
目
の
命
令
。

〔
公
法
的
権
利
無
償
廃
止
、

私
法
的
権
利
償

却
〕
。

一
七
九
三
年
七
月
一
七
日
の
命
令
。

〔
貢
租
無
償
廃
止
、
純
粋
地
代
償
却
〕
。



全
八
Ｏ
末
年
一
〇
月
イ
ニ
□
ナ
の
敗
戦
ｖ

全
八
〇
七
年
七
月
チ
ル
ジ
ツ
ト
和
約
ｖ

　
〔
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
側
圧
に
よ
る
上
か
ら
の

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
改
革
の
開
始
〕
。

一
八
〇
七
年
一
〇
月
九
目
の
勅
令
。

　
〔
世
襲
隷
民
性
の
廃
止
〕
。

一
八
一
一
年
九
月
一
四
目
の
調
整
令
。

□
世
襲
保
有
地
の
場
合
一

保
有
地
の
場
合
二
分
の

る
調
整
〕
。

二
分
の
一
、
非
世
襲

一
の
土
地
割
譲
に
よ

一
八
一
六
年
五
月
二
九
目
の
宣
言
。

一
八
○
○
年
一
月
一
一
目
の
法
律
。

　
□
王
領
地
貢
租
償
却
特
典
、
一
五
倍
〕
。

一
八
〇
四
年
一
〇
月
一
目
の
法
律
。

　
□
純
粋
地
代
の
名
を
明
記
〕
。

〈
一
八
○
八
年
七
月
ベ
イ
ヨ
ソ
ヌ
協
定
Ｖ

　
□
右
岸
に
ベ
ル
ク
大
公
国
設
立
〕
。

一
八
○
八
年
一
二
月
一
二
目
の
命
令
。

　
□
ラ
イ
プ
ア
ィ
ゲ
ソ
シ
ヤ
フ
ト
な
ら
び
に
コ

　
ロ
ナ
ー
ト
保
有
地
の
上
級
所
有
権
廃
止
、
そ

　
の
他
の
も
の
は
償
却
〕
。

一
八
〇
九
年
一
月
一
一
目
の
命
令
。

　
〔
采
邑
関
係
廃
止
〕
。

一
八
一
〇
年
四
月
二
八
目
の
命
令
。

　
□
王
領
地
貢
租
償
却
、
二
五
倍
〕
。

一
八
一
〇
年
七
月
三
〇
日
の
大
公
国
蔵
相
命

令
。　

〔
十
分
の
一
税
償
却
規
定
〕
。

一
八
二
二
年
三
月
一
九
目
の
法
律
。

　
□
償
却
に
つ
い
て
よ
り
詳
綱
な
規
定
〕
。

一
八
一
四
年
五
月
一
四
目
の
政
府
命
令
。

　
　
□
二
二
年
の
法
律
廃
止
〕
。

〈
一
八
一
五
年
左
岸
と
右
岸
の
プ
回
イ
セ
ン
領
へ
の
移
行
、
ラ
イ
ン
州
設
立
Ｖ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
五
年
五
月
五
目
の
内
閣
命
令
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
フ
ラ
ソ
ス
立
法
か
ら
生
じ
た
係
争
停
止
〕
。

Ｗ
・
ヱ
ソ
ゲ
ル
ス
『
ラ
イ
ソ
州
に
お
け
る
償
却
と
共
有
地
分
割
』
　
（
川
本
）

一
九
七
　
（
四
八
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
二
号
）

〔
調
整
資
格
の
制
限
〕
。

一
八
二
一
年
六
月
二

一
。
目
の
共
有
地
分
割
令
。

一
八
二
一
年
九
月
五
目
の
内
閣
命
令
。

　
〔
王
領
地
貢
租
償
却
の
特
典
廃
止
〕
。

一
八
二
二
年
一
二
月
二
日
の
内
閣
命
令
。

　
〔
王
領
地
貢
租
償
却
の
特
典
復
活
、
償
却
さ

れ
な
い
場
合
に
は
落
札
者
に
競
売
〕
。

一
八
二
三
年
一
〇
月
一
一
目
の
蔵
相
命
令
。

　
〔
王
領
地
貢
租
競
売
に
は
義
務
者
の
承
認
を

前
提
と
す
る
と
の
規
定
〕
。

一
九
八
　
（
四
八
二
）

一
八
一
七
年
五
月
三
目
の
内
閣
命
令
。

　
〔
各
県
に
『
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農
民
関
係
』
調

査
委
員
会
彬
成
〕
。

一
八
一
八
年
四
月
ヒ
目
の
蔵
相
命
令
。

　
□
王
領
地
貢
租
償
却
、
二
五
倍
〕
。

一
八
二
〇
年
九
月
二
五
目
の
法
律
。

　
〔
『
グ
ー
ツ
ヘ
ル
・
農
民
関
係
』
と
十
分
の
一

税
廃
止
に
た
い
し
て
一
般
ラ
ソ
ト
法
適
用
、

そ
の
他
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ソ
ス
立
法
継
承
〕
。

一
八
二
五
年
四
月
二
一
日
の
法
律
。

　
〔
二
〇
年
の
法
律
廃
止
〕
。

一
八
二
九
年
七
月
二
三
目
の
償
却
令
。

一
八
三
四
年
六
月
三
〇
日
の
命
令
。

　
〔
共
同
体
財
産
は
分
割
不
可
能
、
私
的
財
産
の
み
分
割
可
能
〕
。

一
八
三
七
年
六
月
一
九
日
の
内
閣
命
令
。

　
〔
王
領
地
貢
租
償
却
の
特
典
廃
止
〕
。

〈
一
八
四
八
年
三
月
草
命
Ｖ
〔
未
完
成
の
市
民
革
命
〕
。

一
八
五
〇
年
三
月
二
日
の
調
整
令
。

　
〔
ラ
イ
ソ
右
岸
を
除
ぎ
、
す
べ
て
の
農
氏
に

調
整
資
格
賦
与
〕
。

〈
一
八
四
七
年
第
一
回
合
同
州
会
Ｖ

　
〔
地
代
銀
行
設
立
問
題
討
議
〕
。

一
八
四
八
年
四
月
二
七
目
の
商
工
省
提
案
。

　
〔
償
却
率
修
正
と
償
却
簡
素
化
提
案
〕
。

一
八
四
八
年
六
月
二
〇
目
の
バ
ト
フ
提
案
。

　
〔
地
代
銀
行
設
立
提
案
〕
。

一
八
五
〇
年
三
月
二
日
の
償
却
法
。

　
〔
二
〇
年
の
法
律
と
二
九
年
の
償
却
令
廃

　
止
、
新
償
却
規
定
と
地
代
銀
行
設
立
〕
。

一
八
五
一
年
五
月
一
九
目
の
レ
ー
ス
郡
と
デ
ュ
ィ
ス
ブ
ル
グ
郡
を
除
く
ラ
ィ
ソ
州
に
た
い
す
る

共
有
地
分
割
令
。
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